
ステータス 説明

未作成の書類

作成途中の書類

作成まで完了している書類

元請受領待ちの書類

元請が不備ありとした書類

元請受領が完了した書類

Buildeeの提出状況と再下請負通知書のステータスについて

Buildee掲載内容修正マニュアル

【書類状況一覧確認画面】

提出状況 説明

作成および元請への提出が必要な書類

元請受領待ちの書類

元請受領が完了した書類

再作成および元請への提出が必要な書類

提出状況

工事開始前の場合は上記アイコンで問題ありませんが、

工事が開始された場合は、至急提出を行い、 の表記にしてください

再下請負通知書のステータス

且つ と表示されている場合、未提出のためチェック不可のどれか

且つ



再下請負通知書の編集手順

Buildee掲載内容修正マニュアル

❶書類状況一覧画面を選択します。
❷ 「再下請負通知書」の［作成］をクリックします。
❸［作成・編集］をクリックし、編集画面を表示します。
❹書類作成に必要な情報を入力し、［確定］をクリックします。

※社会保険と建設業許可情報以外の情報は現場の再下請負通知書のページで編集します。

❶ ❷

❸ ❹

注文書・請書に記載の
工事内容を記載して

ください



再下請負通知書の編集手順

Buildee掲載内容修正マニュアル

❺［確定］をクリックして「書類を確定できません」と出てきた場合、入力内容に不備があります。
※［一時保存］をクリックすることで現在の入力内容を仮登録することができます。

❻［書類状況一覧］のページで［提出する］をクリックする
❼書類ステータスが［提出済］になります。
※書類の提出をおこなうにはすべての提出書類ステータスを［確定］にする必要があります。
「一時保存」「未作成」「不備あり」の書類がある場合は書類の確定操作をおこなってください。

❺

❻

❼

このボタンからも
一時保存可能です

提出した書類を修正する場合は
「取下げ」ボタンを押してください

会社名は正式名称で
表記してください

※「(株)」ではなく「株式会社」等
※可能であれば会社情報を
正式名称に変更してください

提出書類ステータス



【不備・要確認】
再下請負通知書の編集手順

Buildee掲載内容修正マニュアル

❶入力内容に不備がある場合、再下請負通知書の上部にこのように表記されます。
「不備」:必ず修正が必要な項目
「要確認」:必ずしも修正が必要とは限らない項目

❷詳細画面、または編集画面に表示されている マークを押すと確認事項が確認できます。
❸具体的な原因や対処方法は、［対応方法の詳細はこちら］を選択すると確認できますのでご活用ください。

❶

❷

❸



Buildee掲載内容修正マニュアル

上記コメントは、上位業者の工期より先に下位業者が工期を開始している、
または上位業者の工期より後に下位業者が工期を終了しているという不備になります。（※工期矛盾の例参照）
上位業者は協力会社に対しての監督管理義務がありますので、上位業者が不在の中で下位業者が工事を行うことは建設業法違反となります。
再下請負通知書に登録している工期を確認し、上位業者と下位業者の工期を正しいものに修正して下さい。（工期の修正方法はコチラ）
※当初の工期よりも早く着工、または工期を延⾧する場合は、注文書・請書の工期変更契約を行ってください。
※工期を変更する場合は、注文書・請書に記載されている工期と一致しているかも確認して下さい。
※やむを得ない事情により修正不可の場合は、チェック部門にご連絡下さい。

上記は1次業者が2025年で工事を終了しているのに対し、2次業者が2026年まで工期が続いています。
この場合は、1次業者の工期を2026年まで延⾧させるか、2次業者の工期を2025年まで短縮させる必要があります。
2次業者の工期よりも1次業者の工期が先に終了しないよう、修正をお願いします。
※ 「確定」をクリックして提出まで行い、工期矛盾がある場合、下記のような確認事項が表示されます。

⑫工期矛盾について 修正必須

［1次業者再下請負通知書］

［2次業者再下請負通知書］

項目 コメント
31.〇次業者と〇次業者

工期矛盾
・〇次業者の工期【開始日/終了日】を超えて〇次業者の工期が設定されています。
【上位業者より先に工期を開始しないよう/上位業者より後に工期を終了しないよう】登録されている工期を修正して下さい。

【工期矛盾の例】

［1次業者工期］

［2次業者工期］

［3次業者工期］

1次業者より
工期終了が
後のためNG

2025/12/31

2026/3/31

2025/6/1 2026/2/15

2025/9/1

2025/4/1 2025/4/1

2025/12/31

2025/9/1

2026/3/31

1次業者の工期終了日を延⾧、
または2次業者の工期終了日を短縮させる

2次業者より
工期開始が
先のためNG

(2025/04/01～2025/12/31)

https://www.obayashi.co.jp/suppliers/upload/file/buildee_011.pdf

